
 1 

平成２４年度第２回東久留米市社会福祉審議会子育て支援部会議事録 

 

１ 日  時 

 平成２４年９月２８日（金）午後７時００分～午後９時１４分 

２ 場  所 

 市役所７階 ７０３会議室 

３ 出 席 者 

 〔審議会委員〕 

  福地部会長、川村副部会長、石浦委員、磯部委員、小又委員、大工原委員、武田委員、 

  廣本委員、宮﨑委員、渡部委員 

 〔事務局〕 

  西川子ども家庭部長、保木本保育課長、相川子育て支援課長、田之上子育て支援係長 

  西川児童係長、櫻井管理係長、有原保育係長 

 

 事務局： 皆さん、こんばんは。お待たせいたしました。 

 子育て支援部会の委員１０名でございますけれども、先ほど○○委員から、

若干、５分程度おくれるという連絡がございましたが、定刻になりましたの

で、９名の方おそろいですので、これにて開会させていただきたいと思いま

す。 

 本日は、東久留米市社会福祉審議会子育て支援部会第２回でございます。

審議会条例第６条の規定により、部会員の半数以上、１０名中９名が出席さ

れておりますので、会議は成立しております。 

 本日は、前回お示ししたスケジュールのとおり、保育サービスの受益者負

担についてということでご討議いただきたいと思いますので、そのあり方に

ついてお示しいただければと思います。 

 では、これより、進行につきましては部会長さんに、引き継いでいきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 部会長： 皆様、ご苦労さまです。よろしくお願いします。 

 では初めに、前回、各委員より要望のありました資料について、各担当よ

りご説明をお願いします。 
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 事務局： 前回の第１回子育て支援部会で、ご請求のありました資料を事前に送付いた

しました。説明が多少長くなりますが、なるべく簡潔にご説明申し上げます

のでご容赦ください。 

 まず、資料２３をごらんください。資料２３は、認可保育所、認定こども

園、認可外保育所の定義を簡単にまとめた資料でございます。児童福祉法第

２４条には、市町村は保護者の労働または疾病等の事由により保育に欠ける

場合において、保護者から申し込みがあったときは、その児童を保育しなけ

ればならないとなっており、市町村に保育の実施義務が課されております。 

 保育所は、大別して認可と認可外、以前は無認可と呼んでおりましたが、

あります。認可保育所は、国が設けた基準に基づいて認可された保育所です

が、認可を受けていない保育所は、全て認可外に分類されます。なお、東久

留米市では保育園と言っていますが、保育園というのは通称で、法令では保

育所と呼んでおります。このほかに、認定こども園というのがありますが、

これについては、後ほどご説明いたします。 

 認可保育所には公立と私立があり、公立は、さらに運営が市町村の公設公

営と、それから、運営が民間事業者の公設民営がございます。これらは同じ

国の最低基準、現在は地方分権改革の推進により、都道府県により最低基準

が条例化され、東京都でも今年度から児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準として施行されましたが、この基準に基づいて、保育士の配置が、例え

ば、乳児おおむね３人につき１人以上とか、保育室の面積は幼児１人につき

１.９８平方メートルとか、そのように設置をされております。 

 また、運営費についても、国や都道府県、市町村の負担割合が決められて

おり、国基準の運営費から、国基準の保育料を差し引いたものを２分の１、

あるいは４分の１にして負担をしておりますが、平成１６年度から公立保育

所の運営費負担金は一般財源化され、国と都の負担にかかわる規定が廃止さ

れたのは、前回ご説明申し上げたとおりです。 

 また、公立も私立も保育料は同じで、市町村ごとに決めることができ、保

護者の申し込みや入所の決定も全て市町村になります。 

 認可外保育所には、自治体が独自の基準に基づいて認定し、補助金を出し

ている保育所、例えば、東京都の認証保育所や横浜市の横浜保育室などや、
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同じく東京都独自の制度で、パートの方など短時間就労者向けに、複数月に

わたり継続的な保育が必要なお子さんを預かる定期利用保育や、保育士、看

護師、教員等の有資格者が自宅等で３歳未満の乳幼児５人以内を預かる家庭

福祉員制度があります。認証保育所、定期利用保育、家庭福祉員については、

東京都と市町村から運営費の補助が出ておりますが、利用者と施設との直接

契約になり、入所や保育料の決定も各施設が決定をいたします。 

 それから、認定こども園は、幼稚園と保育園を一体的に運営する施設とし

て、平成１８年度から制度がスタートしたもので、就学前の児童を、保育に

欠ける、欠けないを問わずに受け入れ、幼児教育と保育を一体的に提供する

施設でございます。地域における子育て支援を行う機能もありまして、構成

する施設により幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の４つの類型

に分かれます。 

 認定こども園も、東京都と市町村からの運営費の補助が出ておりますが、

こちらも利用者と施設の直接契約になります。入所や保育料の決定も、各施

設が決定をいたします。なお、認定こども園の保育年齢の欄ですけれども、

「１歳～２歳」と書いてありますが、これは東久留米市の認定こども園の例

で、先ほどご説明いたしました類型ごと、あるいは園ごとに異なります。 

 あと、このほかに資料２３には記載していないのですが、企業や病院など

が従業員のために設置している、いわゆる企業内保育所とか、院内保育所と

呼ばれる保育施設がございます。あるいは、また、ベビーホテルと呼ばれて

いる民間保育施設があります。こちらには、東京都や市町村からの運営費の

補助は出ておりませんし、無論、利用者と施設の直接契約となり、入所や保

育料の決定も各施設が決定をしております。 

 それから、資料２４は、一時保育の実施施設数、延べ利用人数及び利用料

をまとめたものでございます。一時保育は、保護者の就労の有無にかかわら

ず預かるもので、例えば冠婚葬祭ですとか、育児疲れなどの理由でも利用で

き、現在、市内では公設民営２園、私立保育園４園、計６園で実施しており

ます。半日利用、１日利用あわせて、昨年度、延べ１万２,８１５人の利用

がありました。 

 続きまして、資料２５は、認可外保育所にお子さんを預けていらした方が、
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今年度当初の認可保育所入所申込者の中に何人いらっしゃったかという資料

になります。今年度当初の入所申込者は全部で４８２人でしたが、そのうち、

申し込み時点で、既に認可外保育にお子さんを預けていた方は６０人でした。

今年度当初入所の申込は、昨年１２月だったんですけれども、１２月時点の

認可外保育所の入所児童数は１２６人ですから、およそ半数の方が認可保育

所に入所申し込みをされたということになります。その後、入所申し込みを

された６０人のうち、３３人の方が認可保育所へ入所しております。 

 資料２６は、多摩２６市の認可外保育施設の保護者助成金をまとめたもの

でございます。２６市中１９市で何らかの助成を実施しておりまして、実施

していないのは東久留米市を含む７市のみとなっております。中には、福生

市のように保護者が払っている認可外保育所の保育料と、認可保育所に入れ

た場合の保育料の差額を補助する自治体もございます。 

 資料２７は、市の少子化のデータでございます。これは、過去５年間の０

～１４歳の年齢別人口の推移であります。市の全人口は、ほぼ横ばいでござ

いますが、０～５歳までの未就学児童数は年々減少していることがわかりま

す。 

 それから、資料２８はご請求のものではありませんが、東京都２３区と２

６市の保育料の一覧になります。例えば、第１子ですと、３歳未満児では、

２３区で一番高い保育料を徴収しているのは足立区で６万８,５００円。そ

れから２６市では、青梅市の６万２,０００円となっております。３歳以上

では、２３区で一番高い保育料を徴収しているのは、やはり足立区で３万３,

６００円。２６市では、これも青梅市の５万１,０００円となっております。

注目すべきは、第３子以降の保育料で、下のほうにページが打ってあります

けれども、２１４ページ、あるいは２１５ページをごらんください。２３区

では、１６の区が第３子からも保育料を徴収しておりますが、２６市では、

逆に２１市が保育料を無料にしております。 

 それから、資料２９も委員ご請求のものではありませんが、前回、横浜市

の保育料が国基準に対して高い割合になっているというお話をさせていただ

きました。これは、横浜市のホームページからダウンロードしたものでござ

いますが、第３子の欄に、私どもで手書きで記載してあるのが、国基準の保
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育料に対する横浜市の保育料の割合で、東久留米市の場合ですと、国基準保

育料の約５２％であるのに対し、横浜市は、３歳未満児では、階層にもより

ますが、総じて高く、１００％を超えて、国基準保育料よりも高い保育料に

なっている階層もあります。 

 資料３０から３３については、子育て支援課長からご説明申し上げます。 

 事務局： それでは、資料３０のご説明をさせていただきます。前回は、この学童保育

の運営費につきましては、実績については、財源の内訳をお示ししておりま

したけれども、用途分類をわかるようにしてほしいというご質問がありまし

たので、今回このようにしております。基本的には、人件費、間食費、教材

関係、光熱水費、通信その他と大体５つの分類に分かれますので、その分類

の金額とパーセンテージを示したものでございます。 

 続きまして、資料３１でございます。これにつきましては、近隣の市の部

分はどうなっているのかということでございます。近隣、小平、東村山、西

東京、清瀬に調査依頼をいたしましたけれども、結果的に３市のみのご回答

をいただきました。ここで見ますように、各市の状況から見ますと、児童１

人当たりの、１年間当たりの経費でございますけれども、小平市については

３０万２,０００円、東村山市は２８万３,０００円、そして西東京市は３

１万２,０００円という形で、１人当たり、ほぼ２８万から３０万くらいの

経費がかかっております。人件費、間食費、その他につきましても表を見て

いただければおわかりだと思います。そして、前回も西東京市が民営化をし

ているので、保育料はどの程度かかっているのかというご質問がありました

ので、この資料３１の一番下でございますけれども、西東京市の民間委託学

童保育所についてのデータを載せております。学童保育所につきましては、

３１カ所中、委託が７カ所、直営が２４カ所という状況でございまして、保

育料につきましては５,０００円、内訳としまして育成料が４,０００円、

間食費が１,０００円という状況でございました。 

 資料３２でございます。前回では、下里しおん保育園で障害児の学童保育

をやっているからということでお話がありましたので、下里しおん保育園に

お尋ねしたところ、現在はその他の通所事業の登録メンバーでありながら、

さらにしおん学園の保育園の卒園生である方に対してのみサービス提供をし
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ており、実際その分についてはサービスが二重になるため、学童保育料につ

いては徴収していないということでございましたので、比較はできませんの

で、実際そのほかとしまして、市内の団体として、もともとはわかくさ学園

で、共働きなりをされている方の親御さんの保育というところで、わかくさ

学園が終わった後の保育をしているかるがもという団体がございますので、

これは２０年くらいやっておりますけれども、その分のデータがございまし

たので、とりあえずここにお示ししております。ここにつきましては、市内

の学校に通っているお子さん、それと特別支援学校に通っているお子さんと

いう形で、内訳と人数を示させていただきました。これについては、学童部

ということで１８歳未満のお子さんを対象としておりますので、とりあえず、

現在通っていらっしゃいます高等部３年生まで、１８歳までのお子さんにつ

いて、データとしていただきまして、載せさせていただきました。また、保

育料関係につきましては、下のほうに載っておりますように、放課後と１日

保育なり、その辺について、また時間についても延長料金とか、また別途送

迎をされる方については、その距離なりに応じていただいているという情報

でございます。 

 続きまして、資料３３、幼稚園におけます一時保育の状況でございます。

市内には、私立の幼稚園が８カ所ございますので、２ページにわたり載せさ

せていただいておりますけれども、通常の幼稚園の保育料と預かり保育の時

間及び料金について、掲載させていただいております。一応、８園の状況に

つきまして、預かる内容は若干違うと思いますけれども、内容としましては、

お預かりしている時間、そして１回の料金という形で載せさせていただきま

した。 

 以上でございます。 

 事務局： 続きまして、本日配付いたしました資料３４、３５、３６は、今日の審議の

たたき台というべき資料でございます。今回の諮問でもご説明申し上げまし

たが、市では次世代育成支援対策推進法の規定に基づき、次世代育成支援行

動計画後期を策定し、多様なサービスの提供や待機児童の解消、学童保育事

業の推進を図ってまいりました。しかしながら、市財政の状況は、市税収入

が減少し続けていること、地方交付税などの依存財源が期待できないことか
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ら、税以外の収入確保や、受益と負担の適正なあり方の検証、アウトソーシ

ングなどに取り組んでおりますが、依然として厳しい状況には変わりありま

せん。この間、公立保育所の運営費の国庫負担が平成１６年度以降、一般財

源化され、都の負担金もあわせて廃止となったのは先ほどご説明申し上げた

とおりです。市では、このような状況でサービス拡充を図るために、今以上

の一般財源を投入することは困難と考え、利用者負担の適正なあり方につい

て検討を行いました。 

 資料３４－１をごらんください。現行の保育料ですが、ご夫婦共稼ぎで児

童１人のモデル世帯で試算をし、所得税が課税されるＤ１からＤ１６までの

１６階層を対象に、保育料の世帯収入に対する負担割合を調べましたところ、

Ｄ１からＤ９までの階層は、収入に応じほぼ右肩上がりになっているのに対

しまして、世帯収入７００万円以上のＤ１０階層から上の階層にかけては、

負担割合が逆に低くなっていることがわかりました。後ろにつけてある、カ

ラーで印刷してあります現行保育料の負担割合をごらんいただくとわかりや

すいかと思いますが、３歳以上ですと、Ｄ１の２.６７％から始まって、Ｄ

９の３.９０％、あるいは４.２５％まで緩やかに上昇していきますが、Ｄ

１０からはＤ１６の２.１９％に向かって下降しているというのがおわかり

になると思います。３歳未満児に……。 

 事務局： ちゃんと全員が見ているかどうか、確認してください。委員の皆さん。 

 事務局： カラー印刷のほうをごらんになっていますか。 

 事務局： こちらの表です。 

 事務局： 現行の保育料の負担割合と書いてあるものでございます。Ｄ１０からＤ１６

の２.１９％に向かって下降しているというのがおわかりになると思います。

上の３歳以上児のところです。 

 ３歳未満児、下に関しましてはＤ８からＤ９を頂点に、一旦下がってから

横ばいとなっています。これは、夫婦共稼ぎ、児童１人の場合なんですが、

夫婦共稼ぎ、児童２人の場合でもＤ９を頂点に下がっていくという同様の結

果になりました。赤と青で上限値と下限値があるのは、Ｄ１とＤ１６を除い

て、階層の収入に幅があるということで、パーセンテージが若干違ってくる

ためです。保育料の徴収につきましては、児童福祉法に保護者から当該保育
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費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して、徴収することが

できるとなっておりまして、利用者の負担能力を勘案した応能負担が基本と

されております。 

 今、ご説明申し上げましたように、現行の保育料が所得に応じた右肩上が

りの応能負担となっていないことから、世帯収入で７００万円以上８８３万

２,０００円未満のＤ１０階層から、世帯収入で１，３８５万円超のＤ１６

階層、薄く網かけをしているところですけれども、に関して約６％の値上げ

を行ったのが、Ａ３横の、次の資料をごらんいただきたいのですけれども、

こちらがＡ案で、３歳以上で月額１,３００円から１,５００円、３歳未満

児で月額１,９００円から３,１００円の増額となっております。右肩上が

りにはなりませんでしたけれども、収入における負担割合が、Ｄ１０からＤ

１６階層に関して、０.１５％から０.２５％上がっております。 

 これに対して、次の資料をごらんください。Ｄ１を除く３歳以上児の全て

の階層で、負担割合が３％を超えるようにしたのがＢ案となっております。

３歳未満のＤ１０からＤ１６と、３歳以上のＤ１０とＤ１１はＡ案のままで

すが、Ｄ１２を約１２％、Ｄ１３を約２０％、Ｄ１４を約３３％、Ｄ１５と

Ｄ１６を約４０％の値上げを行い、３歳以上で月額１,３００円から１万１

００円の増額になっております。収入における負担割合は、所得の高い階層

で、Ａ案より応能負担となっております。 

 もう１枚めくっていただきまして、Ａ案、Ｂ案に対して、さらなる応能負

担を図ったものがＣ案になっております。こちらはかなりの負担増になって

しまうので、ご理解を得るのがなかなか難しいかもしれませんが、３歳未満

のＤ１０からＤ１６について約１３％、３歳以上のＤ１０を約２２％、Ｄ１

１を約３５％、Ｄ１２を約４２％、Ｄ１３を約５２％、Ｄ１４を約６８％、

Ｄ１５を約７７％、Ｄ１６を約７５％の値上げを行い、３歳以上で月額５,

０００円から１万９,１００円、３歳未満で月額４,２００円から６,８００

円の増額になっております。収入における負担割合が、Ｄ１０以上の階層で

は４％台になるように、４％弱から４％後半になるように設定しております。

これでも、２６市で一番高い青梅市の保育料を超えてはおりません。 

 後ろにＡ案、Ｂ案、Ｃ案それぞれのグラフをつけましたので、これを見比
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べていただければ、Ｄ１０以上の階層がどのように変化しているのか、一目

瞭然でおわかりになると思います。現行の保育料負担割合がＤ１０から下が

っているのに対して、Ａ案では勾配が若干緩やかになり、Ｂ案ではどの階層

でも３％台を超えるようになって、Ｄ１０以降は横ばいになっている。さら

にＣ案になりますと、Ｄ１０以降の階層でも４％前後を超えるように設定し

ております。 

 これを現在の階層ごとの人数に当てはめて試算したものが、資料３４－２

になります。現行は合計で３億２,９６９万円ですが、Ａ案だと３億３,９

３１万円で９６２万円の増、Ｂ案だと３億４,８３８万円で１,８６９万円

の増、Ｃ案だと３億７,７９６万円で４,８２６万円の増となります。この

一番下のところですね。「Ａ案－現行」とか、「Ｂ案－現行」とか書いてあ

る数字になります。 

 事務局： Ａ４判の保育料月額基準表の右下のところですね。総合計と書いてあるとこ

ろです。 

 事務局： 一番下のところでございます。 

 階層の中が、３段書きになっているのは、上段が第１子、中段が第２子、

下段が第３子それぞれの保育料と人数の計になっているためでございます。 

 それから、ちょっと戻っていただいて現行どおりの保育料月額基準表の一

番下のところに賦課徴収金額というのが書いてございますが、これは前回ご

説明しましたとおり、賦課徴収金額といって保育料の特殊な例で、Ｃ１から

Ｄ１階層の方で、所得は低いけれども一定の固定資産がある方に対しては、

１つ上の階層の保育料を負担していただく仕組みでございます。ただし、多

摩２６市中でこれを設定しているのは東久留米市を含めて４市のみというこ

とで、対象者の範囲が明確でなく、市外に固定資産を持っている場合の把握

が困難なため、申請主義をとっておりまして、ごらんのとおり、賦課徴収金

額をいただいている方は誰もいない状態でございます。国の月額基準表にも

以前これがあったのですけれども、児童福祉法改正に伴い、削除された経緯

がありますので、今回削除させていただきたいと考えております。 

 それから、めくっていただきまして、最後の資料になります。順番が前後

いたしますが、資料３６は、先ほどご説明いたしました資料２６の多摩２６
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市の認可外保育施設の保護者助成金をグラフにしたものでございます。助成

額が定額の市で一番高いのが、武蔵野市と稲城市の２万円。一番低いのが東

村山市の５,０００円となっておりまして、そのほか、調布、小平、福生、

狛江、東大和の５市に関しては、例えば、市民税の所得割に応じた額や、認

可保育園保育料との差額になっております。定額の１４市の平均は１万２,

６３６円になります。 

 仮に、今回この保護者助成が必要となった場合に、どのくらいの予算が必

要かというのを試算したのが前の資料３５になります。今、認可外保育所に

入っていらっしゃる方の延べ人数、要するに、人数掛ける１２カ月で、１,

３８４人になりますので、５,０００円の場合で６９２万円、１０,０００

円の場合で１,３８４万円になります。保護者助成を実施している市の平均

が１万２,６３６円という現状や、前回資料１６でご説明申し上げましたよ

うに、認可外から認可保育園に入所した世帯の８０％が、保育料が１万円以

上安くなったという事実も把握しておりますが、市としては厳しい財政状況

にあることから、もし子育て支援部会のご意見が助成となり、社会福祉審議

会のご意見が助成となれば、予算の範囲内で助成をさせていただきたいと考

えております。 

 あと、認可外保育施設の保護者に助成をした場合に、所得の高い世帯です

と、認可保育園の保育料よりも安くなってしまうという逆転現象が生じてし

まうため、所得制限も視野に入れて考えております。 

 長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。 

 部会長： ありがとうございました。 

 説明のうち、わからないところとか、それを少し質疑応答といいますか、

ご質問がございましたら。資料についてのみですね。 

 よろしいでしょうか。 

 どうぞ、○○さん。 

 委 員： 資料２３の保育施設の定義に関してなんですが、そこで月額保育料と書いて

ある欄がありますよね。これで、認定こども園までは市に準ずるということ

ですから、前年度の所得に応じた保育料と考えてよろしいですか。認定こど
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も園は。 

 事務局： そのとおりです。 

 委 員： わかりました。認証保育所に関して、この額になっているんですけれども、

今回のテーマの１つでもありましたのは、認可保育園と認可外保育園の利用

料の差があり過ぎて、公平感を持ってほしいということだったんですけれど

も、これで単純で見ますと、認可保育園よりも、認証保育所のほうが安く見

られわけです。ですから、実際に例えば、この認可保育園とか、認定こども

園の場合の、言い方がちょっとあれなのかも、基本料に関しては、保育時間

が何時から何時までなのか、認証保育所の場合は何時から何時までなのか、

この間、僕の娘の保育園が、認証保育所に預けた方にお聞きしたんですけれ

ども、９時から５時の月額のほかに、やはり朝早い時間とか、５時以降の時

間に対して、いろいろ、今の保育園と同じように預けてしまうと、例えば、

５万円から６万円はかかっていたと。基本料は安いんでしょうけれども、そ

ういった保育時間の部分だとか、時間外のそういうところを教えていただき

たいなと。 

 あと、認可保育園に関しては、ここの中に給食費も入っていましたよね。

認可外の場合は、給食費は別だったということも話をお聞きしていますので、

ここで今わかる時点での補足をお聞きしたいと思います。 

 事務局： 例えば、認証保育所ですと、延長料金が３０分２,４００円であるとか、あ

とは昼食も６,０００円とか７,０００円とかかかります。これは、市内の

ある認証保育所のＡ型の例なんですけれども。 

 委 員： ここではこういう額になっているけれども、実際には、例えば、８時半から

６時半まで預ける、１から７、それぞれで預けた場合で考えていくと、５か

ら７に関しては認可保育園よりも高くなると、こちらで考えてよろしいわけ

ですか。 

 事務局： そうですね。基本時間が８時半から５時までとなっていますので、それ以前

の午前７時から８時半、あるいは午後５時から８時については、延長料金の

３０分２,４００円であるとか、そういった料金が発生してまいります。 

 委 員： わかりました。 

 部会長： ほかにございますか。 
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 委 員： 資料３４－２で、Ｄ１０の世帯から値上げとおっしゃっていて、Ｄ１０とい

うのは７００万円収入があるということで、この収入は夫婦の両方の合計と

いうことになりますよね。 

 事務局： はい。世帯収入になります。 

 委 員： そうですよね。７００万円の世帯というのは、イメージ的にどういうふうな

世帯なのかというのが、ちょっとイメージがつかないので、説明をしていた

だきたい。人数的に一番多いではないですか。多分、７００万円という数字

は大きいけれども、夫婦で働いて７００万円ということで、いろいろなこと

でお金がかかるし、これから住宅ローンを持っていったりとかという世帯な

のかなと思うので、そこら辺のイメージがどうなのかなと。余裕のある世帯

なのか、全然余裕のない世帯なのかなという気がするので、７００万円とい

う数字だけではなくて、どういう家庭像なのかというのを聞きたいと思って

質問しました。 

 事務局： ちょっと私から。なかなか答えるのは難しいんですけれども、今、○○委員

がおっしゃるような、イメージとしてどんな世帯かというところまでは、私

どもも正直に申せば把握しているわけではないんです。ここの資料にありま

すように、夫婦共稼ぎでお子さん１人の３人世帯の場合ということでありま

す。今、この資料の関係で申せば、先ほど担当課長からも申し上げたように、

今回この資料でお示したものは、先ほどグラフのところでもお話ししたよう

に、所得に対して比率ということで、先ほど申したように、それぞれのＤ階

層１６分割あるわけですけれども、所得に応じて、大体利用料、つまり料金

が比率としてどのくらいなものかなということが、この横長の一番右側のほ

うにパーセンテージということで示してあるわけです。それで、今、○○委

員からお話があったように、具体的にどんなご家庭かということは、イメー

ジも含めてお答えできないんですけれども、今日ご議論いただくときの視点

としては、こちらの考え方としては、応能の比率、この比率は、さっきグラ

フでも説明したように、緩やかに上昇、ずっと右肩上がりであったものが、

ちょうどこのＤ１０階層をきっかけとして、逆に比率がずーっと下がってい

るということが、１つ結果として出ていた。そういったところを着目したと

きに、たまたまＤ１０階層をといったところから、比率が下がっているとこ
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ろを、今回、応能ということを見越したときに、そこのところは少し、改め

ていくことがどうかなということを含めて、３つの案をお示ししたというこ

とですので、○○委員のご質問にはお答えできなくて恐縮、申しわけないん

ですけれども、そういったことで、この資料を用意させていただいたところ

でございます。 

 委 員： とりあえず、数字上の比率で出したものだから、世帯の状況というのは横に

おいてと。 

 事務局： そうですね。大変申しわけないんですが、具体的にどのようなご家庭かとい

うのは、そこまでは、ちょっと申し上げられないです。 

 事務局： そこの層は人数が多いですので、夫婦ともに正規雇用の方もいらっしゃいま

すでしょうし、夫が正社員で妻がパートという方もいらっしゃいますでしょ

う。まちまちなので、具体的にこれだというのを申し上げるのは難しいです。 

 委 員： 夫婦共稼ぎでやっていて、子供を保育園に預けてという、一番人数が多いと

ころのラインですよね。 

 事務局： 結果的には、データで見るとちょうどこの階層のところから、ちょうどここ

を山にして、比率が下降になっているという、ここの部分がちょうどＤ１０

階層に当たっていたということなんです。それも１つの資料として、ご提示

したものでございます。 

 委 員： もともと意図があってこうしたのではないの？ 

 事務局： 違います。そこの負担の割合を調べてみたらそういうことになったんです。 

 事務局： 全く意図はありませんで。 

 部会長： よろしいでしょうか。特に市役所のほうで、そういうところから上は安くす

るようなということはなかったと。今までは。 

 事務局： そうですね。あくまでも客観的な視点として、整理した結果として今日ご提

示をしてございます。 

 部会長： それでは、各資料についての質疑応答ができましたので、今回は保育所にお

ける保育料の受益者負担、応能負担といいましょうか。それから、学童保育

につきましては次回行いますので、それについてのご提案とかご意見、各委

員の方から出していただきたいと思うのですけれども、そこの論点に絞って、

なぜここで今、保育料を上げなくてはいけないのか。それは受益者負担とい
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うところで考えていくと十分な理由と考えられる、応能負担ということです

ね、考えられるとは思うんですけれども、その点についてご議論をお願いし

ます。 

 委 員： いいですか。 

 部会長： どうぞ。 

 委 員： 今回、保育料ということなので、私どもも保育園父母会連合会という各保育

園の父母会の代表が集まって、いろいろ情報交換をしている場ですから、今

回のことなんかもその中でお話ししたりしたわけですが、やはり、立場上申

しわけありませんが、保育料が上がることに関しては反対としか言いようが

ありません。ただ、反対ばかり言っていても、この間の委員さんのお話にも

あったように論議にはなっていきませんから、あくまでも反対であるという

ことは話しつつも、どういうふうに皆さんといろいろ話を組み合わせられる

かという視点でお話ししていきたいと思うのですが、まず、お話ししておき

たいのが、今回、市から、この時期に保育料のことも含めた論議をしていく

ということで持たれたので、私どもとしては、まずは、国のほうで数年後に

消費税の増税がありますよね。消費税が上がる、それによって、市の財政は

厳しいわけですけれども、それが市のほうにどのように影響を与えていくの

か、消費税が上がることによって、収入とか支出、あるいは、先ほど７００

万円世帯のお話が出ていましたけれども、やはりこういった世帯に関しても

税金が上がることで、どういうふうに変わっていくのか、家計に及ぶ影響。 

 今回、社会保障と税の一体改革ということでやっていますけれども、その

中の１つとして、今回、保育制度、今の保育制度では資料２３にあったみた

いに、こういう区分になっていますが、子育て新システムになった場合に、

さらにこれが複雑になっていく。その際に、例えば、今回保育料をいろいろ

見直したとしても、新システムになった場合にどうなっていくのか。やはり、

確かにＤ１０階層まで行って、そこから先が上がっていないからとか、そう

いう部分は、百歩譲ってわからなくもないという部分はありますが、ただ実

際は、収入が多いからといって全然苦しくないかというとそうではないと思

うんです。実際にいろいろと変わってきていますから。そういう部分では、

保育園連合会としては、税制改革、消費税の部分だとか、新システムのこと
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とか、それがある程度どうなるのか。実際新システムになったら、保育に関

する補助金のあり方も変わってくる。今でさえ、国はどんどん認可保育園に

対する補助金が減っていっていて、この間の話では、公立保育園は一般財源

化されての国庫負担金が非常に厳しいという話。で、私立はある。でも私立

に関しても国が一般財源化とか、そういうことをしようとしている流れがあ

るわけではないですか。となったときに、今、いろいろな部分がはっきりし

てから論じるべきではないかというふうに考えています。 

 あと、もう１つは、僕は確かに保育園父母会連合会から代表という形で出

ていますが、保育料を考えるときには、利用者の保護者の方に、今の保育料

に関してどうでしょうか、例えば、高いですか、安いですかとか、あるいは、

認可外保育園の方にも声を聞いて、その上で、実際にＤ１０が一番多いかも

しれませんが、いろいろな階層の人たちから高いとか、安いとかそういう意

見を聞く中で決めていくことではないかなというのが、初めに率直に申し上

げておきたいと思います。 

 その上で、まずは、やはり、認可外保育所があるということの部分なんで

すけれども、やはりそこは認可保育園の数だけでは補い切れない、そういう

現状があって、認証保育所だとか、家庭福祉員とかいろいろなものがあるわ

けですから、でも実際に先ほどのお調べいただいたデータなんかを見ますと、

やはり認可外保育所から認可に移った方が、大体５５％いらっしゃるわけで

すよね。ということはやはり、認可保育所に入りたい、でも入れなくてそっ

ちに行っている。そういう部分なんかでは、やはり何らかの補助、ほかの市

みたいな補助はつけていくことが大事なのではないかなと。 

 これは市の財政事情からいったら、なるたけ抑えたいという部分はわかり

ますが、待機児があるというのは、単に保育施設が足りないということだけ

ではなくて、反対に、変な意味ではないですけれども、喜ばしいことではな

いかなと。これだけ、東久留米で子育てをしたいという人がどんどん来るか

ら、待機児があるわけではないですか。これだけ、東久留米市が、子育て支

援の町として、魅力ある町として、選ばれているということだと思うんです。 

 ただ、お金の部分の問題で、そういうところの問題はあるかもしれません

けれども、そういうところなんかで、もし市で、今後は、僕らとしては認可
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保育園をもっと増やしてほしいとか、そういった意見はありますが、それが

財政事情の上で認可保育園を建てるのは厳しい、そういう部分があるのなら

ば、そこで認証保育園とかそういうところに任せると、それが待機児解消の

１つとなるならば、この裏側のいろいろな問題として出ている保育料に関し

ては、やっぱりできる限りの補助をして、家庭の負担を減らして、やはりも

っと東久留米市で子育てをしたいという部分をつなげていっていただきたい

と思うんです。 

 部会長： ありがとうございました。ほかに……。 

 事務局： ちょっとよろしいですか。議論のさなかで恐縮なのですけれども、○○委員

が２つのことをおっしゃって、認可外のいわゆる格差の是正にかかわること

と、それから保育料のこと、あわせてお話をいただいたわけなんですけれど

も、やはり議論の進行上といいますか、分けてやっていただけるとありがた

いかなということで。 

 まずは、先ほど会長からもあったように、まずは保育料の関係の議論のほ

うをさせていただいて、それから次が、無認可の関係ということで、できれ

ばお願いしたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 部会長： そういう議論に進めたいものですから、保育料について、ほかにご意見ござ

いませんでしょうか。 

 委 員： いいですか。先ほど言っていた応能から応益に移るのは、何年くらいになる

のですか。 

 事務局： 新しい子ども・子育て新システムになっても、応能負担というのは原則です

から、基本的には応能負担なんです。 

 委 員： 応能負担なの。 

 事務局： 応能負担です。 

 委 員： 制度が変わるんですよね。 

 事務局： いいえ、変わりません。今も応能負担ですし、新システムになっても応能負

担、その制度は変わらないということです。 

 事務局： これで、ちょっと私のほうからもよろしいですか、部会長。 

 部会長： はい。 
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 事務局： 先ほど、○○委員からは、ご意見として、連合会を代表してということで、

制度のお話とかございましたけれども、制度のことについては、今、国のほ

うから徐々にではありますけれども、少しずつ取り組みの方針が示され始め

たところなんです。ですから、まだ具体的に十分な情報提供があるわけでは

ないんですけれども、それで、新制度の話を若干申し上げますと、保育料と

かこういったものに関しては、現在の国基準、国の考え方があって、基本的

にはそれをそのまま活用して、とりあえず考えていくということは従前に聞

いてはおりますけれども、そのほかについては、かなり具体的な内容はこれ

からになろうかと思います。これは今、そういう状況ですので。 

 それで、もう１つは、これも委員からございましたけれども、市の考え方

として議会等でもいろいろ議論しておりますけれども、今回、審議会に諮問

させていただいたということは、私どもの行財政改革の取り組みの中で、市

の考え方として、保育料の審議については、行財政改革のプランにのっとっ

て、今回、諮問申し上げたということでございますので、その辺のところは、

そういう市の考え方に基づいてご諮問したということは経過としてございま

す。簡単ではございますが、その辺のところは申し上げたとおりでございま

す。 

 部会長： 保育料につきまして、今回の市役所の案というのは、応能負担ということを

今までやってこなかったのではないかというところの問題として出してきて

いるものですから、今まで十分払っていたところと、払っていなかったとこ

ろとの差がこれだけありますという資料を出してきているわけです。 

 ですから、そういうところについてのご議論をいただきたいと思うんです。

十分出せるのに、出していなかったということなのか、それとも、先ほど聞

かれましたように、そういう意識が何らか働いていてそうなっていたのかと

か、いろいろ議論があろうと思いますけれども、そこのところ、どういうふ

うにお考えでしょうか。 

 事務局： ちょっとすみません。補足をさせていただきますと、応能については、十分

にやってこなかったといいますか、もともと法とか、そういったルールにの

っとって、保育料を設定させてもらって、適用してきたわけなんですけれど

も、今回も改めまして、こういった比率に置きかえたときに、こういったグ
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ラフ化などをしてみますと、やはり全体のバランスの中で見たときに、先ほ

ど説明したように、結果としては比率、いわゆる応能という部分について、

そういったところでバランスを見ますと、比率のところで、先ほど申し上げ

たように、結果としてなんですね、結果としてはＤ１０階層あたりから、そ

れを境にして下降しているということは、改めてデータ化したときに整理し

たわけでございます。 

 そういったものを客観的な資料として今回ご提示申し上げ、そこで議論を

していただくためのパターンとして、やはり、そのところの、応能の比率と

いったところに着目をした場合に、本当に応能ということで、右肩上がりを

そのまま考えれば、Ａ、Ｂ、Ｃで先ほど示した内容としてはＣ案のようなイ

メージになります。では、そこは比率として、おおむね皆さんに３％という

ラインでご負担いただくとどうなるかなといったところがＢ案となります。 

 それから、先ほど○○委員からありましたように、今の社会情勢、やはり

社会背景としては非常に経済が厳しい状況の中で、一方で公共料金とかいろ

いろなことに対しても、確かに値上げの議論とかがさまざまございます。そ

ういったところについては、東久留米市としても、そこのところはやはり十

分承知はしているところでございますけれども、そういったところで、いろ

いろと見直しということの中で、さまざま、いろいろなそういった公共料金

等の改正といった議論も今やってきているわけですけれども、そういったと

ころで言いますと、例えば、Ａ案といったところでは、先ほど課長が説明し

ましたように、Ｄ１０階層以降のところを、そういったことも踏まえまして、

１つはそこで６％程度、今後のいろいろな消費税等の議論もございますので、

そこのところは６％ということで、一律に、Ｄ１０階層からそれ以降のとこ

ろを６％として、もし当てはめた場合にはＡ案のようになりますと、そのよ

うなことをシミュレーションとして、事務局でご提案をしたところでござい

ます。 

 そこで今、部会長から議論を促していただいたように、その辺のところを

視点として見ながら、では、そういったところの考え方についてどうなんだ

ろうかと、そういったところを皆さんでご議論をしていただければと思って

いるところでございますので、よろしくお願いしたいといたします。 



 19 

 委 員： ちょっと補足させてもらえますか。 

 国全体の社会福祉の行政で、戦後６７年の流れというのを見なくてはいけ

ないと思うんですね。ご存じのように、社会福祉全体としては、社会福祉基

礎構造改革の前は、措置制度が原則で来たわけです。保育所については、保

育指針の改定の中で、従来の応益負担から応能負担という考えが出てきたん

です。市が必ずしも応能負担について努力してこなかったという結果ではな

いかとは言い切れないわけです。国自身がそういう状況の中なんです。 

 ただ、注意しなくてはいけないのは、なぜ社会福祉基礎構造改革で、保育

所の保育の費用について、今までの応益負担から応能負担に切り替えてきた

のかというところは考えないといけない。これは国の行革の中で来ているわ

けです。 

 これは、社会福祉の論議なんですけれども、一方で同じ社会福祉の中で、

例えば、老人ホームの入所費用ですね、これも措置から契約へと来て、介護

保険が導入されたわけですけれども、長年の措置委託の中では、例えば、老

人ホームの入所費用ですが、本人と、本人が入所する前に生計を維持してい

た家庭の中での家計費の、年金を中心とした現金収入でカウントして、税制

に見られるような累進課税ということで来たわけです。ところが、介護保険

が導入されたことによって、そういうことから１割負担をすると、要介護認

定を受けたら１割負担をするし、介護保険料を４０歳以上は払うということ

で、応益負担から応能負担にかわってきたわけです。 

 そういう状況を考えると、税制上は典型的にあらわれています。現金収入

に対して、あるいは不動産の所得に対して、あるいは保有に対して税金がか

かるわけです。それが累進課税になるわけです。その点では、税制に比べて、

社会福祉は今まで措置で来たので、応益負担にとどまっていて、応能負担に

なっていない。これはマクロの視点として、全員で、利用者も含めて認識し

なくてはいけないと思うんです。 

 ただ、日本の場合と国際社会を考えると、日本の場合は現金収入で費用負

担を応能負担で考えるわけです。本当はそれだけではなくて、例えば、不動

産を持っている人、資産収入を見た上で、名実とも費用負担能力というのが

実は決まってくるわけです。ここの部分はまだ、社会福祉基礎構造改革の中
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でもそうですし、税制上の中でも、日本の場合は欧米に比べれば抜け落ちて

いるということです。そこは気をつけないといけないところです。 

 それから、先ほどの議論で資料３４－１のところで、Ｄ１からＤ１６まで

ありました。これは順番に、わかりやすく言えば、年収に対して３歳児未満、

３歳児以上では保育料はどうかということで、保育料を出されていて、Ａ、

Ｂ、Ｃの３案を出されているんですけれども、大事なのは、税金もそうです

が、この層の中で一番多い、例えば、東久留米市内の共働きで児童１人の３

人世帯で、年収はこの中でどの部分が一番多いのか、少ないのかというとこ

ろを見ることも実は必要だと思うんですね。数字だけを追うんではなくて、

全体をざーっと見る。実質的な生活、あるいは収入世帯はどこの層が一番多

いのかというのを見るのも実は大変重要で、これは国の出しているデータに

ついても、そういう実質的なところは見なくて、一般的なところでざっと並

べてみて、応能負担ということを言っているわけです。そこもまた、注意し

なくてはいけないとは思うんです。 

 いずれにしても、市が怠っていたということは、それは厳しい見方なのか

なとは思います。しかし、本当の意味での行革をきちんとやっていれば、こ

ういうことはなかったのかなという反省もあるのかなという気は、やはりあ

るのかなと思いますけれども。 

 部会長： ありがとうございます。ご意見はございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

 委 員： 障害分野は、措置から応能、措置の時代は応能で、今回の障害者自立支援法

で応益負担になって、１割負担で３万７,２００円。今、先生がおっしゃっ

たように、当初は家族の資産を全部見られたんです。全部出せと言われて。

それが、多分まだ日本の中ではなじまないんだろうね。それで、次の年から

はそれを見なくていいということにかわっていったんですけれども、３万７,

２００円から、やはり障害者は収入がないからということでどんどん下がっ

て、今は負担ゼロの方が８０％の状況にはなっているので、今、社会保障の

一体改革を考えると、老人、障害、保育は、多分、医療も含めて一体になっ

ていくという流れの中で、老人のやり方とか、医療のやり方が、多分我々の

ところにも来るのかなという思いがしているんですけれども、そういう意味
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では、しっかり親御さんたちが声を上げていかないと、なかなかこう、我々

障害分野は、そういう意味では全国的にかなり声を上げて、それでおかしい

というようなことを、考え方はいいけれども、実態には合っていないからと

いうことでやってきたんですけれども、そういうことが必要なのかなという

ことと、○○委員がおっしゃったように、やはり東久留米市の中で、７００

万円という人たちの生活実態の中で、今が応能負担であるのであれば、本当

に７００万が能力のある数字なのかどうなのかというのを、やはり考えなく

てはいけない。 

 我々は民間なんですけれども、民間はもう１つの視点として、やはり、値

上げするんだったらどれだけ充実させるかという、やはりそこも利用者の方

には、誠意として見せていかないと、ただ単に、整合性が、右肩上がりでな

かったから上げますというだけでは、説得力に欠けるので、やはり、できれ

ばこういうサービスを目指していくとか、その在宅、なかかな入れない人た

ちの数を増やす努力をするというか、そういうような、きちっと返すべきも

のは返す、もらうものはもらわなくてはいけない状況もあるけれども、返す

べきものは返したほうがいいのかなという思いもしております。 

 だから、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案というところでは、個人的には、今の社会情勢

からすると、電気代も７月から上がって、そうなるとやっぱり、なるべく少

ないほうがいいのかなと。先ほどゼロのほうがいいということもあったんで

すけれども、そっちに近いかなと、自分なりには思います。 

 事務局： 今の部分なんですけれども、やはり、どのようにお返しをしていくか。ある

意味、利用者の方々にどのようにお返しをしていくかというのは、やはりと

ても大事な部分でありまして、私どもとしましても、待機児の問題は保育サ

ービスを語るにしても、待機児解消というのは本当に喫緊の課題だというこ

とで、限りがあるいろいろな条件の中で、私どもとしても最大限の努力をい

たしているところだというのはありますけれども、また○○委員からもござ

いましたように、どのような結果になるかは別としましても、やはり、いた

だいたものを還元する。還元するときに、今、未実施の部分のサービス、例

えば、延長保育であるとか、一時保育であるとか、やはりもう１つは待機児

解消、先ほど○○委員からもありましたように、議論はまた認証保育所の関
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係は後にお願いしますけれども、やはり私どもとしては、いろいろなことを

考えていったときに、利用者の方が少しでも利用しやすくなるような環境を

整えることが当然必要だろうと。 

 その中で、どのような取り組みができるかということで、ご議論をいただ

くわけですけれども、そういったところで、いただいたものをどのように還

元するかというのは当然のこととしまして、いろいろなことを考えて還元し

ていきたいとは思っているところでございます。 

 部会長： どうぞ。 

 委 員： ○○さんのおっしゃったところで、私が感じたのは、例えば、自分が預けて

いたとしますよね。自分が預けることで、何というんだろう、保育をもらっ

ている。それで、それに見合う保育料を出す。そういう意味合いで、おっし

ゃったのかなと感じたのですけれども、それは違いますか。 

 委 員： そういう保育をしてもらっている……。 

 委 員： 親としては、子供を保育してもらうわけではないですか。そこで、子供から

見れば受益を受けているわけですよね。なので、それに見合う、親としては

その分を……。 

 委 員： 払うと。 

 委 員： 払うというか、見合うものを……。 

 委 員： １つは、そういったものを見ているわけだから、見た中で今までよりも子供

が喜ぶようなこととか、値上げした分は、子供が安心できるようなことをし

っかりとこういうふうにやりますというのが、例えば民間だったら、単純に

上げますよと言っても、なかなか利用者の方は納得してくれないから、例え

ば給食費は、もう少しこういう献立をするので１００円上げてくださいとか

いう値上げのお願いをするわけだから、単に応能のラインがこうだから上げ

ますというだけでは説得力がないかなというので、そういうことを利用者の

方にお示ししたほうがいいのではないかということを言わせていただいたん

です。 

 部会長： どうぞ。 

 委 員： すみません。主婦の感覚でいきますと、この年収ですか、それは、やはり、

８００万円、９００万円になると、多い家庭ではないかなと思います。それ
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に対して、例えば１,３００円上がるとか、１,４００円上がるという形に

なった場合、やっぱり当然かなという気はします。 

 なぜならば、福祉を考えた場合、たしかに母子家庭とか、収入がない方は、

保育料がゼロでも助けてあげなければいけない、力をかしてあげなければい

けないと思いますけれども、やはり、年収がいっぱいになったところでの、

確かに光熱費が上がったり、税金が上がったりすることを考えれば大変かも

しれない。それから、その家庭のお金の使いぐあいというんですか、そうい

うのも違いますよね。いっぱいあっても、使わない人もいるかもしれない。

それはその家庭によって全然違うと思いますので、やはりある程度線引きを

してやっていかないと、値上げと言ってはいけない、保育料の上げはできな

いのではないかなと思います。 

 そのときに、７００万円を境にするか、８００万円を境にするかというと

ころでまた変わってくるわけです。だから、その辺を考えれば、上のほうと

言っては変ですけれども、収入が多い方には、やはり、収入が少なくて認証

保育所とか何かに来ている人もいっぱいいますので、考えていただければ、

しようがないと思っていただくしかないのかな。そうやって皆さんと助け合

っていくという考えに持っていっていただけたらいいのではないかなんて思

いました。 

 保育料ですけれども、各園によってだいぶ違うんですよね。ここに書いて

あるのは、先ほど延長料金のことが出ていましたけれども、延長料金を含め

ると高くなってしまったりというのはあるんですね。保育料ってなかなか上

げられないんです。私たちもやっていて、６年やっていますけれども、６年

ずっと３万円でやっています。８時半から５時まで預かって、給食費込みで

３万円ですから、大変なんですけれども、でも、やっぱりなかなか上げられ

ない。というのは、お母さんたちが、認証保育園に預けるお母さんたちは確

かに収入のいい方と、それから本当にパートに出て働かないと家計を助けら

れない人がいるわけです。その辺は格差があります。やっぱり、大変な人た

ちを対象に考えると、なかなか保育料は上げられないでいます。 

 ごめんなさい、東久留米の場合は、前回いつごろ、保育料の改定があった

んですか。 
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 委 員： ２４年。 

 委 員： ２４年にあるの。 

 委 員： これは別のあれで、２１年に。 

 委 員： ２１年に上がっているんですか。 

 事務局： ２０年にその当時、税源移譲というのがありまして、いわゆる所得税を下げ

て、住民税を上げるという三位一体改革で、そういうふうな改革がありまし

て、そのままにしてしまうと、保育料は所得税に応じて決まるものですから、

保育料全体の額が下がってしまうということで、それが、所得税が下がって

も従前の保育料を確保できるようにということで、条例改正は平成２０年４

月１日にやっております。それが直近のものです。 

 委 員： 私、長い間、私立の幼稚園にも勤めていたんですけれども、やはり私立の場

合は、保育料を上げるときというのは、変な話、一方的ですよね。値上げを

しますというのは前もって連絡しますけれども、例えば、入園願書受付の１

０月ごろとか、新しく入る子を募集するときとか、そういうときに上げるん

ですが、こちらの一方的なあれで保育料を幾らにしますという形でみなさん

いらっしゃるわけですね。納得して来ているから……。 

 委 員： 私立は。 

 委 員： 私立の場合はね、そういう感じになってしまうんですね。 

 事務局： ちょっと補足すれば、私立と言っても、ここにある認可保育園というのは公

立、私立を問わず料金体系というのは一緒なんです。 

 委 員： 一緒ですよね。 

 事務局： 今、○○委員がおっしゃっているのは、幼稚園とか、認証保育所とか、また、

この後議論していただくグループの、そういったところは先ほど出たように

利用者の方が直接、園と契約なさったりとかするものですから、その辺のと

ころは料金にまちまちの部分が出てくるわけですね。 

 今、議論でお願いしているほうは、認可という枠組みの中で、公立、私立

問わず認可保育所という体系という形でお示ししているものですから、その

中では共通の内容としてお話をいただいているところです。 

 一方で、委員からは無認可といいますか、そういったところの例示もいた

だいたということもありますけれども。そのように分けた上で見ていただけ
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ればと思いますけれども。 

 委 員： すみません。一応、子供さんの、預かっている子供のニーズというのは、認

可保育園であろうと、私たちみたいな認可外の保育園であろうとも、子供を

持つ、保育に欠けるというそこのニーズに関しては同じだと思いますので、

例えば、公立の保育園、先ほど出てきた、本当に高所得者の方が、その割合

が少ないというのはちょっと納得がいかないかなという部分もありますし、

その辺は上がってもいいのかなと私としては思うんですけれども、その分、

東久留米市内にいる子供たちが、施設に通わざるを得ない子供たちに対して

は、公平な保育料のあり方というのができてくれば、すごくいいのかなと思

うのですけれども。 

 事務局： そうです。私……。 

 委 員： すみません。その辺はくっつけないといけないのかなと思うんですが。 

 部会長： 離して、そこは離して。認可外の参入については次の段階でやろうと思って

いたんですけれども、くっつけてどんどんお話をされているので、では、そ

れについて。 

 事務局： 多分、今、○○委員がおっしゃっていることは、例えば、いわゆる親の立場

で、基本的には認可に入りたいと思っていても、今あるように、結果的には

認可に入れない方もおられる。でも、そういったときに受け皿として、と非

常に言葉が悪いかもしれません、恐縮です、それ以外の選択肢というと、認

証保育所さんとか、家庭福祉員さんとか、幼稚園も含めてとかあるわけです。

そういったときに、さっき申し上げたのは、今の環境が利用者の立場からし

たときに、果たして利用しやすい環境はいかにというところがあるわけです。

そういった面で言ったときに、次の議論のところでも、利用者の方々に少し

でも利用しやすい環境の一環として、例えばそういう利用者の補助というの

はいかがでしょうかということもあるわけですね、話としては。 

 それから、○○委員が多分おっしゃっていたのは、今度は、子供の立場と

いうんですか。つまり、子供さんはどこに行ったって、子供の立場とすれば、

同じサービスというとあれかもしれませんけれども、どこに行ったって子供

さんにとって同じように育んでもらっているというのか、そういったところ

が大事なのではないかというふうにも聞こえたところがあるんです。 
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 だから、そこが、公で預かっているところは、当然公の私どものサービス

として、さっき○○さんのお話にもありましたけれども、いただいたものと

いうのはあるわけですから、そこはしっかりとお返しをしていくという視点

は、とっても必要なことだし、それは本当に考えなくてはいけないところで、

それは繰り返しになりますけれども、本当に最大限のいろいろなことを考え

てやっていかなくてはいけないと。 

 また、私ども以外の方々にとっても、やっぱり同じような立場で、お子さ

んをお預かりしているというときに、しっかりとお子さんが元気に、毎日本

当に安心して過ごせるようにということで、皆さんもそういう努力をされて

いるんだろうということがある。 

 それをトータルとして、東久留米という土俵の中で、基本的には子供さん

の立場からすれば、本当にその辺のところが、ある意味どんなところに行っ

てもサービスが受けられるんだというような、私の勝手なあれかもしれませ

んけれども、○○委員のおっしゃっていることが、その辺のところと差があ

るかもしれませんけれども、そのようなことを考えながらということなのか

なとちょっと思ったのですから。違っていたら申しわけないんですけれども。 

 委 員： はい。 

 部会長： ほかにご意見はございませんか。 

 どうぞ。 

 委 員： 今回の保育料のいろいろな見直しの前に、今回の社会福祉審議会の前の社会

福祉審議会の子育て支援部会で、このときも保育料のことについても議論が

ありました。このとき、僕も参加させていただいていて、いろいろ発言させ

ていただいたんですが、立場上反対ということは言ってきましたけれども、

このときは、値上げというか、上がる方向に決まったんですけれども、ただ

やはり、上がるからにはどういうメリットがあるのか、それがきちんとこち

らの利用者側、お金を払う側に説明がないと納得できない部分がありますと

いうことをお話ししたんです。ただ、その後そういった説明も何もなかった

んですけれども。 

 おかしな話なんですが、昔は大体４年ごとに社会福祉審議会が行われる。

そこで、４年ごとに行われているこの子育て支援部会のテーマというのは保
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育料の改定が主だったと、だから、大体、東久留米市は４年ごとに変えてき

たんだみたいな話を聞いたこともあるんですけれども、確かに物価が上がっ

たりだとか、人件費だとかいろいろな部分で見直さざるを得ない部分もある

でしょうし、国の補助金の部分もありますから、今の保育料を維持していく

ためには、仕方ない部分もあるかもしれない。 

 ただ、値上げするからには、その分、どういった部分にメリットがあるの

か。ただ、これ上げたけれども今までどおりの保育は維持していきますと、

今回は最低で６％になっていますけれども、例えば、２０％上がりますなん

てあり得ませんが、そうなったときには、認可保育園を増やしていきますか

らとか、上げた分、具体的なメリットとかが見えてこないと市の財政事情が

非常に厳しいから値上げするだけという、いわゆる赤字補塡みたいなそうい

ったイメージにしか持てない部分があるんです。 

 先ほど、委員さんがおっしゃっていたみたいに、今、こうやってやってい

く中で、もっと部長もおっしゃっていたみたいに、サービスがもっと増えて

いくし、広がっていく。それがあるならば、ある意味、ちょっとのめる部分

もあるのかなと。 

 その辺の見通しというか、メリットという部分がもうちょっと明確に見え

てこないと、私ども利用者としては、素直には、仕方ないですねと言えない

部分もあるということと、今回の保育料の案の部分なんですが、あくまでも

夫婦とお子さん１人の場合ですね。でも、実際もう１人いらっしゃったら、

あるいは３人いらっしゃったら、そうなった部分はこれだけでは出てこない

わけではないですか。先ほど、７００万円のイメージと言っていましたけれ

ども、これは捉え方がいろいろあるかもしれませんが、僕は厳しいのではな

いかなと。これが、持ち家の方なのか、しかもそれが親から代々家があって、

ローンも払っていないおうちなのか、ここで買ってローンを組んでいるのか、

あるいはパートなのか、それで全然違ってきますし、あるいはお子さんが最

終的に高校まで行くかもしれない、その先大学に行くのかどうか、そういう

社会設計、将来設計そこまでどう見ていくのかという部分ももちろんあると

思います。だから、７００万円と言っても、いろいろな方がいらっしゃると

思います。お子さんの将来に関しては、家庭の背景に関しても。 
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 でも、その部分を考えたときに、確かに右肩上がりのところが、ここでと

まって、そこから先の人もやはり負担していただいたほうがよろしいですみ

たいな部分もあるかもしれませんが、反対にそういう人たちが、例えば、２

人目、３人目がいらっしゃるのではないかなと、僕は周りを見ていてそう思

っています。ですから、決して、１,３００円くらいなら大丈夫かなとか、

そういう部分でおっしゃるかもしれないんですけれども、非常に厳しいんで

はないかなというところがあります。 

 すみません。ちょっと確認したいところが、今回の保育料に関しては、平

成２２年度に税制改正で扶養控除が廃止になりましたよね。このまま所得税

が増えてしまうと、保育料が値上がりしてしまうということで、厚生労働省

から、これを改正しなさいということがあって、東久留米市の場合は、配慮

していただいて値上がりしていない保育料で、これはこのままのベースで考

えていいわけですか。 

 事務局： ちょっとよろしいですか。一番最後の質問ですけれども、確かに平成２３年

分からの所得税では、年少扶養控除の３８万円と、１６歳から１８歳までの

特定扶養控除の上乗せ分２５万円が廃止されているんですね。それに関して、

その影響が出ないように厚生労働省から通知がありまして、年少扶養控除と

特定扶養控除の上乗せが続いたものとして計算をしなさいという税額計算シ

ートというのが送られてきまして、それに、今認可保育園に通っていらっし

ゃる方が１,７００人弱いらっしゃるんですけれども、お一人お一人それを

全部計算しまして、保育料が上がらないように、今年度の保育料はそうなっ

ています。今後もその考えでおりますので、その辺のことはちゃんと考えて

おります。ただ、他市の例でいきますと、三鷹市ですとか、あるいは小金井

市なんかはそれをしなかったので、４４万円上がったという例も聞いており

ます。 

 その前のご質問なんですけれども、お子さんが２人だったらどうなのかと。

それももちろんシミュレーションしておりまして、例えば、３歳以上が１人

で、３歳未満が１人とか、３歳以上が２人とか、３歳未満が２人とかという

場合でも、先ほど申し上げたように、例えば、３歳以上が１人、３歳未満が

１人の４人世帯だと、やはりＤ９が８.４２％、ここが頂点で下がってきて
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いる。３歳以上２人の４人世帯だと７.５７％、やはりＤ９を頂点に下がっ

てきています。３歳未満児２人の場合はＤ９を頂点に１０.１２％なんです

けれども、ここを頂点に下がってきているという状況がありました。 

 事務局： あと、３人目のお子さんは無料……。 

 事務局： ３人目のお子さんは無料なので、結局２人も３人も一緒なんですけれども、

やはりＤ９を頂点に下がってきている状況がございます。 

 事務局： あと、最初のご質問になるわけですけれども、繰り返しになりますが、当然、

先ほど来、どのようにサービスに対して還元していくかということを申し上

げているところでございますけれども、冒頭、課長が申し上げたように、次

世代行動計画後期の行動計画あるんです。そこで、今はまだサービスとして

未実施の部分があって、それがやはり延長保育であったりとか、それから一

時保育であったりとか、その部分がまだ十分達成されていない部分がありま

す。そういったところにも、当然振り分けを考えていかなくてはいけません

し、それから、先ほど申し上げたように、やはり待機児解消ということにも、

いろいろ考えていくと。その辺のところが、解消していくところのエキスに

なるかなと考えております。 

 委 員： 先ほどの○○委員さんのお考えに追加させてもらいますけれども、引き上げ

によって利用者にメリットがあるかどうかということは、あるのがもちろん

望ましいんです。もう一つ大事なことは、一般市民から見て、現状の保育料

の負担そのものに、公平さが保たれているかどうかということも大事な視点

だと思うんです。だから、一般市民の人は税金を払って、国民も国に税を納

めて、市民であれば市に住民税等を納めているわけです。一般市民から見て、

負担の公平性が保たれるかどうかということも、非常に大事な視点になるの

で、そこは見落とされると、やはり市の当局と利用者とのガチンコになって

しまうわけです。そういう単純なものではないということは、私も含めて理

解しないといけないと思います。 

 委 員： 一般市民の立場で言いますと、夫婦ともに働いていて、これだけ市に税金を

出しているのに、何でまた値上がりなんだという感覚もありますよね。 

 委 員： もちろん、それも。そういうマクロな視点も大事ですね。ただ、税金は保育

料だけに使っているわけではなく、市政全体で使っていますから、要するに
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所得の再分配ですね。これがきちんと誰が見ても行われているか、これは政

治の手腕になるわけですから、そこの部分も当然踏まえた上でマクロの面で

も見ていかないとと思うんですよね。住民税が上がったから保育料が下がる

という単純なものではない。ほかの行政全般いろいろなことをやっているわ

けですから。その時代時代、あるいは先を見通した適正な行政運営をしてい

るかどうかというところも、やはりマクロの点では見ていかないといけない

ということだと思います。誰もが、やはり税金は安く、それから保育料も安

く、これは誰もが望むことです。それは、とにかく財源がないといけないし、

公平性が保たれてないといけないというところが、抜け落ちてはいけないと

いう。これは自分も含めて言っているわけですからね。 

 委 員： そういう意味では、応能というところで、本当に７００万円世帯が能力に見

合った体力があるのかどうなのかというところが１つのポイントになってく

るのかなと思うんです。値上げせざるを得ない。そうすることによって保育

行政を維持していくんだというところで、値上げということをせざるを得な

いんであれば、では、どのくらいのところが能力があって、どのくらいはそ

の能力に準じた金額だというようなそこの境目を議論していかないと……。 

 部会長： Ｄ１０でなくて、Ｄ１１ではないかと。 

 委 員： ということもあるのかなと。 

 部会長： ということもあるかもしれない。 

 委 員： 私もそう思うんですけれども、例えば、７００万円だとしても、それが例え

ば、正社員で７００万円というのと、非正規雇用で７００万円というのは、

もともと全然違うものというか、社会に対する保障のされ方とかが全然違う

し、この世帯の収入というのが、今の時代にそもそもそぐわないのではない

かと思うんです。何というか、世帯と考えると、例えば、これが７００万円

だとしても、６５０万円と５０万円かもしれないし、その辺をもう少し調べ

るというか。 

 部会長： 資産も調べるようにということですか。 

 委 員： そうではなくて、どのくらいの人から余分に値上げをするにたえられるだけ

の、それがＤ１０なのか、Ｄ１１なのかとかという意味です。 

 それと、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案とつくられたということは、市で望んでいるあ
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るパターンというのがあって、それをもとにつくられているわけなので、こ

れが、値上げをしないと、逆に、さっき皆さん、○○さんたちがいろいろお

っしゃっていた、要するによくなるものがなければ余分に値上げをしても払

いたくないというのは、本当に事実なんですけれども、逆に言えば、ここで

値上げをしないとなくなってしまうものがあるということがあって、こうい

う案が出てくるというのも事実ですよね。結局、何か足りないから……。 

 部会長： サービスが減っていくという。 

 委 員： そうそう。そういうことも考えられるのではないかなと思うんです。例えば、

このＡ案、Ｂ案、Ｃ案と３つ出ているということは、どれかに当てはめたい

というか、どれかにしないと今のサービスが維持できなくなってしまうとい

うのもあるのではないですか。どうなんでしょう。 

 事務局： まず、最初のご質問なんですけれども、認可保育所というのは国の基準とい

うものが定められていまして、まずは国の基準の中で保育料が示されている

わけなんです。そこのところに加えて、各市町村が独自に、国基準だけです

と、階層の区分というのがあまりたくさんないものですから、各市町村が独

自に、そこに細分化をして、それでこういった所得に応じたような、簡単に

言うと表ですけれども、こういったものをつくって、それで利用料をいただ

いているという仕組みになっているわけです。 

 そうすると、そこのところでは、各世帯ごとの状況ですとか、今、委員が

おっしゃったような個々のいろいろな状況というものはなかなか把握し切れ

ないわけです。個々に応じて利用料をいただくということは、なかなか難し

いものですから、その辺のところは１つの指標として、やはり、ここにあり

ますように、世帯の所得に対して、利用料というものを決めていくというの

が１つの仕組みになっておりまして、この辺のところは、そこでちょっとご

理解をいただく部分になってしまうんです。 

 おっしゃるように、今、それぞれの家庭にいろいろな事情があるというこ

とは、確かにそのとおりだと思うんですけれども、ただ、いわゆる公として

の保育料を設定する場合には、大変申しわけない部分なんだけれども、個々

の状況までをくむというところには至っていないわけです。 

 それから、あと、もう一つは、私どもとしては、繰り返しになりますけれ
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ども、客観的に今の利用料というものを改めて整理してみたときに、先ほど

来申し上げているように、この１６分割された階層のところを照らしてみた

ときに、これを図式化というか、表にしたりとか、資料をつくったわけです

けれども、そのときのイメージとしてというか、客観的事実として、Ｄ１０

階層を１つのポイントにして、いわゆるこの比率の関係が緩やかに下がって

いる。下がっている部分が結果として、ある程度所得が多い階層のところに

傾向として下がっているところがあった。そこのところに対して、事務局と

しては、その辺のところを所得に応じた案分というか比率といったところに

着目したことが、この結果の資料なんです。それに対して、今ご議論いただ

いているわけです。 

 ですから、そこのところは確かにいろいろな見方があるかもしれませんけ

れども、１つの私どもの示し方としては、今言ったような比率のところで、

こういった案をお示ししたと。そこのところで、さまざまなご議論ありまし

たけれども、そういう中でどのようにご判断をいただけるかというところに

なろうかと思います。 

 部会長： よろしいでしょうか。 

 委 員： さっきからＤ１０階層がポイントになっているんですけれども、これは前回

いただいた資料５で見たときに、Ｄ１０が一番多いという部分があったわけ

ですね。でも、これに関しては平成２４年６月現在ではないですか。今年の

６月はここだけれども、例えば、５年先を考えたときに、Ｄ１０が一番多い

とお考えなのか、それと過去で見たときに、Ｄ１０が一番上の部分に来てい

たというデータがあるのか、そこの部分を知りたいんですけれども。これが、

キーポイントとして考えるところで、大事なところではないかなと思うんで

すが。 

 それと、この先も東久留米で子育てをやっていく、あるいはいろいろマン

ションができたりとか、うちが建ったりしています。当然、そういうところ

は子育て世帯も入ってくると思うんです。そういう部分のイメージをしてき

たときに、ずっとＤ１０が多いだろうとお考えなのか。まちづくりを先に見

たときにどういうふうに捉えているんですか。 

 事務局： これは、ご議論いただくときに、やっぱり現時点を押さえなくてはいけませ
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んので、そういう意味でこの資料をつくっております。今、委員がおっしゃ

ったように、これから先、５年後にこの階層がどうなっているかというとこ

ろまでは、幾らシミュレーションをしたとしても、なかなかその部分をこう

だということは示し切れないわけです。やはり、議論をしていただくために、

今、現状でこの資料をご提示したということをご理解いただくしかないのか

なと思いますけれども。 

 部会長： どうぞ。 

 委 員： 単純なんですけれども、この所得の部分でも、ご夫婦が一生懸命働いても３

００万円。皆さん一生懸命働いてこの数字だと思うんですね。それで、段階

になっていて、この１人における負担の割合が、高額になったところで下が

っているというのは、私としては疑問視、やはり、比率というのは同じにな

ったほうがいいのかなと思います。 

 同じ比率にしても、低所得者のほうが割合が同じでも、生活していく部分

では２倍、３倍の負担額という形になっていくと思うので、安いにこしたこ

とないし、よりいいサービスを受けられるのはいいんですけれども、やはり

経済があれしているところでは、この比率というところだけで見ると、やは

り、みんな公平になるような対処をしたほうがいいのではないのかなと思い

ます。 

 部会長： 一応、こういう議論としては、保育料については出尽くしたのではないかと

思いますので、そのほかの、サービスはどうなるかとか、５年後はどうなる

かとか、そういうことにつきましては、市役所でお答えすることができない

ので、この時点をしっかり見きわめた上で、ご判断いただきたいんです。 

 今、委員から出ましたような視点があるという意見もありましたので、そ

のほかの○○さんの意見、どのような階層だろうと、とにかく値上げはした

くないとかいう意見もありますので、それは後ほど、多数意見ということで

挙手で決めていきたいと思いますので、その前に、認可外保育所との格差是

正の所得に見合った負担をどのように見るべきかというところのご議論をお

願いしたいんです。 

 先ほど、事務局からの説明につきましては、ご理解いただいたと思うんで

すけれども。 
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 委 員： すみません。資料３５なんですけれども、家庭福祉員さんの延べ人数のとこ

ろ、７施設３６０になっているんですね。これは、家庭福祉員さんというの

は、わりと子育て経験のあるベテランの方に、少人数の保育でされていると

いうイメージがあって、３６０というのは……。 

 事務局： １２カ月の延べ人数になります。家庭福祉員さん１人で、３人なんですけど、

補助者を使うと５人まで見ることができるんです。 

 委 員： そうですよね。 

 事務局： 市内に７人いらっしゃって、１人だけ３人、残りの方は５人ですので、それ

掛ける１２カ月なんですけれども、４月、５月、６月というのは埋まらない

状況があるので、それで実績に応じた人数が大体このくらいということです。

４月、５月は、どうしても認可保育園に移ったりされる方が多いので、そう

いったことで、４月、５月はあきがある状況があるんです。ですから、そう

いった実績を含めた人数が大体このくらいの人数であるということです。 

 委 員： わかりました。そういった場合に、このＡ案の６％の根拠ですか。この根拠

を知りたい。 

 事務局： それは、先ほど部長からも申し上げましたけれども、今後、消費税が８％、

やがては１０％に上がるとか、あるいは、市のほうでもごみの有料化ですと

か、公共施設の使用料の見直しなんかも行っておりまして、その辺の負担増

を配慮した結果で６％というところをＡ案としては考えたところです。 

 部会長： 何％とか、ご意見がありますか。 

 委 員： 例えば、６％以下だったらどんなシミュレーションが出てくるのかなとか。

例えば、これ単純に６９２万円を７００万円として計算した場合に、７００

万円であれば、九百何万でなくてもいいわけですよね。 

 事務局： 認可外保育施設の保護者助成と保育料の値上げというのは、別物なので分け

て考えていただきたいんです。これがそっくりそのままそっちに行くわけで

はないので。保育にかかる、市が保育にかけている費用というのは毎年３０

億円かかっているんです。ですから、仮に１,０００万や２,０００万、５,

０００万上げたって、年間３０億かかっていますんで、何といいますか、市

で持ち出している部分が多いというところなんです。ですから、先ほど、こ

れがなくなったら何かができないとか、そういうことはないんですけれども、
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やはり、能力に応じたご負担をしていただきたいというのが、１つは趣旨に

はありますので。 

 事務局： 課長が申したのは、今度は認可外の議論になったわけですね。先ほどは、認

可の保育料の話は一通りやっていただいて、今、認可外のほうに移ったとき

に、資料に基づいて委員からお話があったわけですけれども、ですから、こ

れは１つのシミュレーションとして、ご提示しているわけです。例えば、仮

に５,０００円上げた場合に、延べ利用人数との関係でこうなりますと。１

万円上げた場合にはこのようになります、これは１つの例示としてお示しし

たわけですから、これは私どもが金額が幾らかとか、そういうつもりでお出

ししているわけではなくて、１つの例示として出したわけです。 

 それで、関連する資料としては、各市の認可外グループの７市以外は全部

やっているとか、それからグラフ化したものをお示ししていて、全体の内容

が、これは前回の資料かな？ グラフのやつは。 

 事務局： グラフは前回のですね。移った場合の費用ですよね。 

 事務局： 違う。グラフになっているやつ。 

 事務局： グラフは今回です。今日お配りした資料です。 

 事務局： 今日お配りした資料の一番最後です。一番最後に、２６市の認可外の助成の

ものを簡単にわかるようにグラフ化したものがありますけれども、客観的な

資料として、こんなような状況ですとか、あるいは先ほどもう一つの事例と

しては、課長からご説明したのは、認可外に通っておられた方で、今回移ら

れた方が３３名おられて、その方々が１９名の方だったかな。 

 事務局： ２０人を無作為抽出して、１９人が下がったと。 

 事務局： １９人の方の下がった率が、金額にすると１万円を超えるような結果が出て

いるとか、そこら辺は客観的なお話として申し上げた話なんです。さっき言

ったように、これはあくまでも認可外の議論をするための資料であって、認

可の先ほどの保育料の、例えば、Ａ、Ｂ、Ｃ案とこれとの関係性はないわけ

です。それは、完全に切り離してもらって、これはあくまでもこれというこ

とで、物事の見方の例示として、お示しした資料なので、今後ご議論をいた

だいて、この辺とか、認可外の方々への利用助成が必要なのかどうかという

ご議論も含めて、必要な場合にはどんなものなのかということが、いろいろ



 36 

ご議論いただければありがたいと思っているわけです。 

 部会長： さっきは保育料の値上げだったんですけれども、今回は差額の補塡というお

話ですので、それの、やるべきなのか、そんなものは必要ないということな

のか、それともではやるべきであればどのくらいなのかというのを資料に基

づいてご検討いただきたいというところなんです。 

 ○○委員、どうぞ。 

 委 員： 家庭的保育をやっているんですけれども、昨年度、つくしさん、認可外保育

園ですけれども、認証保育施設のつくしさんと一緒に署名運動、やはり保護

者補助の署名運動をして、一応昨年度、議会で採決されましたけれども、予

算がないということでそれは実行されていないんですが、実際、私たちが預

かっているお母さん方も、何で認可に移られるかというのは、やはり保育料

がちょっと高いという理由が一番多いのかなと思うんです。 

 今来ている子供さんたちもそうですけれども、保育料が保育園と同じくら

いであれば、せめて２歳くらいまでは置いておきたいとおっしゃる方が多い

わけなんですが、やっぱり少人数というところで私たちは保育をしているの

で、目が届くというところもあって、そういうところは今新システムのほう

でも、小規模保育園の中で家庭的保育というところも見直されてというか、

施設をつくるのにお金はかからないので、利用しやすいし、どう言えばいい

んでしょう、施設をつくる必要はないし、今あるところで簡易的にできると

いうところはあるとは思うんですけれども、一応そういう地域型保育の給付

ということに位置づけられていて、学童保育とか、そういうのもこの中には

入ってくると思うんですけれども、そういうふうに補助、多分これから何か

しら新システムが決まることによってあるとは思うんですけれども、今の現

時点での保育料というのは親御さんにとってもかなり負担かな。両親ともど

も正規に働いていらっしゃる方にとっては、多分先ほどおっしゃったんです

けれども、保育園との、私たちのほうが安いというのもあると思うんです。

そこは、限度、ラインを引くとおっしゃっていましたので、それはそれとし

て引いていただいて全然構わないと思うんですけれども、やはりパートで来

ているお母さんも多いので、その辺は保育料の補助というのを、ぜひ私たち

としては希望したいところです。 
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 部会長： ○○さん。 

 委 員： この資料３５の助成金というのは、合計金額は１カ月の金額ですよね。 

 事務局： ３５ですか。３５の補助金額ですか。６９２万円は、１年間のトータルの金

額です。 

 委 員： 今回の案についてですが、これは定額になる場合ですね。５,０００円の場

合と、１万円の場合と。これで次の資料３６を見ると、調布、小平、福生な

どは所得割課税額や認可保育料との差額を補助するみたいな変動制と書いて

あるんですけれども、このそれぞれの違いというか、メリットというか、例

えば、今回、市としては定額ということでデータを出してくれましたけれど

も、あえてこっちの変動制で出してこなかったというのは、何か意図という

か、考えとかがあるんですか。 

 事務局： 前回資料でお示ししましたように、認可外保育施設から移った３３人のうち

２０人を無作為抽出して調べたところ、１万円以上下がったという方が１６

人、約８０％だったんです。ですから、多分認可保育料との差額ということ

になりますと、多分お一人当たり２万とか３万とかという方も出てくると思

うんです。そうすると、とても市ではなかなかそれだけの額を財源として確

保することは難しいというところはあります。認可保育園に入った場合、ほ

とんどの方が安くなりますので。 

 委 員： 前にもお話ししたのは、認可に入りたいけれども、入れなくて認証に行って

いらっしゃる方とかの立場を考えると、変動制のようにやっていただけると、

本当により家計的に助かると思うんですけれども、そこはまた市の財政事情

という部分もあるというのもわかりましたので、ただやはり、実際に先ほど

のデータでも見たように５０％、５５％の方は認可保育園に移っているとい

うところでは、やはり認可保育園のほうに希望されているという現状がある

中では、やはり何らかの形のこういった補助や助成金みたいなものは、つく

っていただいたほうが家計的にも助かると思いますし、そういう制度がある

んだということで、ほかの市から東久留米市で子育てをしてみようかみたい

な一歩にもなると思いますので、これはぜひやっていただきたいなと。 

 ただ、額に関しては、ちょっと反対で、できるだけある部分は出していた

だきたいなというところがありますので、当然ながら。その点でいって、や
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はり市のほうとしては、上限として予算的に１万円くらいをお考えなんです

か。 

 事務局： そうですね。１万円くらいが限度、１万２,６３６円という平均額もありま

すし、そういうところで１万円くらいが上限ではないかなと考えてはおりま

すけれども。 

 部会長： どうぞ。 

 委 員： ちょっと先ほどから、今回の議題としては「保育サービスの受益者負担につ

いて」という議論が、我々の保育部会の議論なんだけれども、これは違うん

ですよね。これは、助成ですよね。助成だから、結局、わりと誤解されるよ

うに、保育料を値上げしてこっちに回すというのはあり得ない。やはり、も

う１本項目を立てて、したほうが、誤解されないのかなというのが１つある

んですよね。一括りにしてしまうと、値上げして、補助するみたいな形にな

ると、利用される方にとっては、自分たちの値上げがこっちに回るんだなと

いうふうな誤解が生まれるので、しっかりそこはきちっと分けて議論なりし

てほしいなと思いました。だから、そこは念押しをして。 

 それと、私もそういう意味では、負担が大きいということで、助成するこ

とに関しては、していただければと思うんですけれども、どこのラインに負

担する部分と、この方は収入があるから助成しないというところのラインを

しっかり考えなくてはいけないし、もう一つは、東久留米市民に限るという

ことなんですけれども、市外の方は、小平だったら、小平からお金がもらえ

るということになっているんですね。それなら、こういうふうにしても構わ

ないと思うので、ラインの引き方が１つのポイントになってくると思います。 

 部会長： それはよろしいですね。 

 事務局： はい？ 

 部会長： ラインの引き方がポイントだというのは。 

 事務局： 東久留米市の方だけです。西東京市民の方で、東久留米市の認証保育所を利

用されている方は、西東京市から出ていますから。 

 委 員： あと、収入の部分でどこまで助成しているというのは……。 

 部会長： 収入の部分も見ない？ 

 事務局： そこら辺がなかなか難しいところではあるんですけれども。 
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 委 員： それは、認可に入れた場合の保育料と同じであれば助成はしないということ

ですよね。先ほどそのような話に受け取ったんですけれども。 

 事務局： そうです。もし、認可に入れた場合の保育料が、仮に今、認証で４万円払っ

ていて、１万円助成されて３万円だと。認可に入れたら、３万２,０００円

だという場合は、認証のほうが安くなってしまいますから、それは所得制限

ということで考えておりますけれども。 

 事務局： ちょっと補足をしますと、ただこの、今少し具体的な話になってしまってい

ますけれども、私どもとしては、市全体の中で、いろいろな補助金があって、

補助金というものを、今どのように有効に使っていただこうかと、いろいろ

な議論をやっているわけです。それで、補助金というものを見たときに、や

はり、全ての補助金、ほとんど、９９.９％くらいになるんですけれども、

ほとんどの補助金については、やはりいろいろな所得に応じた制限はかかっ

ているんです。 

 これで、今、私どもは資料としてご提示をしておりますけれども、この議

論を踏まえて、どのようになるかは今後の議論になるわけですけれども、仮

に、補助金を創設してくださいとなった場合に、やはりそれが、フリーで全

てに対して、例えば、この補助制度が活用できるかどうかといったところは、

やはり、一定、当然、予算というものももちろんあるわけですけれども、予

算のほかにも所得に応じた、そういったところの制限というものも視野には

入れておきたいと思うんです。ただそれが、具体的にどのようになるかとい

うのは、具体的になかなか例示はできませんけれども、そういったことの意

識は持っています。所得ということの制限も視野に入れているという意識は

持っています。 

 部会長： よろしいでしょうか。 

 ○○さん。 

 委 員： １万円、５,０００円ですけれども、東久留米市民であれば、認証に預けて

いる方は全員１万円という……。 

 事務局： そうです。ですから、西東京市の認証保育所を利用されている方に対しても、

東久留米市民であれば助成をしようという、というか、このシミュレーショ

ンはそうなっています。 
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 委 員： ここで、ほかの市も１万円とかいろいろ出ているんですけれども、僕の持っ

ている個人の資料ですと、例えば、月１６０時間以上の利用者に対してだと

か、もっと細かい規定があるんですね。そうではなくて、多分おそらく、認

証に預けていても、何というんですか、例えば、認証の場合は、保育に欠け

るという条件ではなくて、預けたかったら預けられるという部分もあるので、

中には、例えば、本当に言い方は悪いですけれども、裕福であるから子供を

預けて、自分の時間を持って預ける方もいるかもしれない。でも、中には保

育園に預けたいのに、預けられなくて入っている方もいる。 

 これを全部一くくりにして全員に１万円出すと考えていくのか、それとも、

ほかの自治体みたいに、例えば、月１６０時間以上だとか、いろいろな部分

に、そういう部分をやっていくのか、ただともかく今日のこの場は認可外の

保育施設に関する補助みたいな形の方向は確認していきましょうと、ただ、

具体的な部分については、例えば、全員に１万円出すかどうかとか、そうい

う部分については、ほかの自治体のそういった部分を詳細に見て、本当に、

別の意味で公平な形での、なるかどうかという部分は、別で論議しましょう

としていくのかという部分だと思うんですけれども。 

 部会長： 公平性を担保してほしいというご意見だと思いますので、それは担保できま

すよね。 

 事務局： 細かい部分については、今後、担当が考えてまいりますので。 

 先ほど○○委員がおっしゃったのは、府中市なんかだと、月に１６０時間

以上の利用者とか、そういう制限をかけている部分はありますので、他市の

動向など研究をして、もし実施ということになれば、当然考えていかざるを

得ないと考えております。 

 委 員： 八王子市なんかは、月１万５,０００円なんですけれども、第２子以降は１

万円をさらに出しているところもあるんですよ。認証に２人預ける方は、な

かなかいないかなと思うんですけれども、そういう部分もあったりするので、

ほかの自治体のこういった利用助成の細かい部分なんかを参考に、もうちょ

っと東久留米独自のこういう部分をつくっていただきたいなと思いますので。

全員に１万円であれば、本当にいろいろな方に渡るので、これはこれでいい

のかなとは思うんですけれども。 
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 部会長： わかりました。ありがとうございました。 

 それでは、時間も迫っておりますので、１つ目の保育料の見直しについて

は、利用者全体の負担率の公平性、つまり、所得に応じた負担率という観点

での応能負担の割合が比較的低い、主にＤ１０からＤ１６階層の引き上げに

ついて、事務局がるる説明いたしましたので、この部会といたしましては、

審議の結果を審議会に報告したいと思いますし、しなければなりませんので、

大変恐縮ではございますが、私、部会長としましては、皆さんのご議論を踏

まえた上で、協力を得まして、社会福祉審議会条例第６条第２項の規定、審

議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによると。第７条第７項の前２条の規定、これは６条と７条のこと

ですが、部会の運営について準用するということになっておりますので、多

数決ということで……。 

 委 員： すみません。今日採択しなければいけないんですか。 

 部会長： はい。 

 事務局： よろしいですか。私どもとしては、１つは方向性ということでは、今、部会

長が申し上げたように、審議会に報告するに当たって、今日、それから次回

は学童保育料とありますので、会の、とりあえず今日の結果、結論として、

方向性としては、どうしてもその辺のところは皆さんのご意思を確認してお

きたいということでございます。 

 委 員： 確認の内容というのは、例えば、Ａ案であれば、Ａ案で行きますとか、そう

いうことではなくて。 

 事務局： まずは、第一義的に、２つの議論をお願いしたわけです。保育料の引き上げ

については、どうですかということを、まず皆さんにご確認したい。それか

らもう一つは、認証保育所といいますか、無認可の方々への補助については

いかがですかということを、まずはそこのところを、決をとらせていただき

たいということでございます。仮に、そこのところで、決をとったときに、

その決の結果として、その後どうするかということを、時間の許す限りです

けれども、そのところも、部会長からお願いしたいと思うんですけれども。 

 委 員： 前に僕がかかわったときには、その場での採択というのは行われなかったと

思うんです。最終的には、今回と１回か２回か、そのくらいありました。こ
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の後、社会福祉審議会も今後。これのところで、市に出す報告のまとめの部

分で、こういった形で、今まで論議したことをまとめて報告したいと思いま

すけれども、よろしいでしょうかという形での採択だったと思うので……。 

 事務局： よろしいですか。今、○○委員がおっしゃるように、今のようなご提案です

と、今日の議論をとりあえず部会長、事務局に一任をしていただいて、そこ

で、今日の結果をまとめて、後日、最終の予定がございますので、審議会に

報告する前のときに、それを皆さんにお諮りして、いかがですかと、多分こ

ういう話だろうと思うんです。 

 委 員： そうですよ。 

 事務局： そういうことは一つあるかもしれませんけれども、今、私どもとしては、今

日の方向性ということはひとつ、やはりご意思としてご確認させていただき

たいと思うんです。だから、今申し上げたように、１つは保育料の引き上げ

ということについてはいかがでしょうか。それから、いわゆる無認可の利用

者の補助についてはいかがでしょうかといったところは、まずはご意思をい

ただけないかなと思っているところです。 

 会長から皆さんに。 

 委 員： すみません。ちょっと聞いてもいいですか。 

 先ほど、無認可に対する補助のあれで、１６０時間以上と言われましたで

しょうか。 

 事務局： はい。ほかの市の例ですと、月に１６０時間以上の利用があることというの

は……。 

 委 員： 保育園自体、保育所に入るためには、週４日以上の４時間以上、四四、１６

時間以上だと保育所に入れることになっている……。 

 事務局： 週３日の６時間以上です。 

 委 員： 週３日の６時間以上。三六、１８時間、１週間に。それで保育所に入れるわ

けですよね。ということは、そこの補助に対する基準も、そこで……。 

 事務局： それはほかの市の例であって、今、まだ、東久留米市がそうと決まったわけ

ではないので。 

 委 員： 今、そうおっしゃっていたので。 

 事務局： そういった例もありますという○○委員さんのご意見です。 
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 委 員： そうですか。 

 事務局： 確かに、内職なんかだと、週３日以上、かつ週１６時間以上というところで

入れますので、保育に欠ける時間が、それ以下になってしまう場合も、もち

ろんあると思いますけれども。 

 部会長： よろしいでしょうか。 

 何かありますか。いいですか。 

 委 員： おそらく、値上げの方向で見直しをしていくという大筋の合意を確認すると

いうことなんですかね。 

 部会長： そうです。 

 委 員： ただ、パーセンテージとか、そういう部分に関しては、この後も論議する機

会はあるわけですか。 

 部会長： いや、保育料につきましては今日の議論で終了です。 

 委 員： では、どのようになるかは、わからないという。ここでは、今後は論議でき

ないという。 

 部会長： いえ、ここで……。 

 事務局： それよりも、今、皆さんのご意思が全然わからないわけですよ。そもそも、

そこはまだご意思の確認をされていないので、まずは保育料の引き上げにつ

いてはどのようなご意思なのかというところは、今、全く確認をされていな

い中での話なので、ちょっとそれは難しいわけです。ですから、そこを私ど

もは、部会長から皆さんに対して、その辺のご意思の確認をさせていただく

ということを、先ほど部会長はおっしゃったわけなので、そこのところはい

かがなのでしょうかというところですね。 

 委 員： 挙手を挙げてやるのか、それとも一人一人……。 

 部会長： 挙手でお願いいたします。 

 委 員： 挙手の選択肢というのは賛成か反対の２つしかないのですか。 

 部会長： １つだけお聞きしますけれども、保育料の引き上げについて賛成の方の挙手

をお願いいたします。 

 委 員： という聞き方になるということですか。 

 部会長： という聞き方です。それで、その中身については、○○委員が言われたよう

に、今日のところは、Ａ、Ｂ、Ｃのどれにするかということを、市に一任す
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るということなのか……。 

 事務局： 部会長も含めてです。 

 委 員： 先ほどの議論の中だと……。 

 部会長： 部会長、副会長、市役所に一任していただけるのか、それとも、やはりここ

で結論を出すというところに行くのか。それは、○○委員が言われましたの

で、今は、決まってはいないというところです。 

 委 員： どうですか。ちょっとご提案なんですけれども、この社会福祉審議会と、こ

の子育て支援部会のタイムスケジュールを見ながら、皆さんご意見をいただ

いているんですけれども、この子育て支援部会は、あと２回予定されていて、

第４回目の最終の部会のときに、議論の取りまとめと答申の策定となってい

ます。これが１月になっていますよね。これを考えると、今日は、部長さん

が言われたように、方向性についてどうなのかということの合意をするのが

第１ステージ、詳細についてはまだ議論の時間があるので。と同時に、審議

会のほうでも、支援部会として答申をするわけだから、社会福祉審議会で、

親の会で、細部について、あるいは子育て支援のこれについて議論をしてく

れということがあれば、それは親の会のほうでするわけなので、全部結論を

出すというわけではないですね。 

 部会長： 附帯意見をつける。 

 委 員： それから、採決、賛成、反対と言われたのですけれども、そういう単純なも

のではなくて、賛成は、積極的な賛成と、消極的な賛成、やむを得ないとい

う部分もあると思うんですよね。それから、反対もありますでしょうし。ま

だ、判断つきかねるので保留といいますか、そういう部分もあるかと思うの

で、そういう積極的に賛成したい、絶対同意すべきだという人もあれば、現

状ではやむを得ないから消極的に賛成と、そういうイエス、ノーだけではな

くて、もう少し具体的にしたほうが、合意形成が図れるのかと思いますが、

いかがでしょう。 

 部会長： それは結論を出す意味では、ちょっと……。 

 委 員： そうですか。それは部会長さんにお任せしますけれども。 

 部会長： これは、審議した上での結論として、附帯意見もつけて審議会に上げますの

で、審議会でもう１回、これはどうなのかと、値上げしてＣに決まったけれ
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ども、もっとあるのではないかとかいうこともあるかもしれませんし、全く

値上げは許さないぞという意見が多かったのだけれども、審議会ではどうな

んだと。それは、国の基準からいってもどうなのかということに、皆さんの

ご意見次第で変わってきますので、今日のところは、これだけしっかり資料

も出ましたし、十分にご議論もいただきましたので、ファーストステージと

して。 

 委 員： そうですね。方向性ということで。 

 部会長： 方向性を決めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 委 員： ちょっと確認ですけれども、今が方向性で、先ほど○○委員が言った、次が

学童保育で、最終的なところで、また皆さんの意見、具体的な意見になると

いう考え方でよろしいですか。 

 部会長： はい。ただ、方向が変わるということはないと思います。 

 委 員： それはない。 

 委 員： そこは、今までの議論の中でも、変わるという議論はなかったので。 

 部会長： よろしいでしょうか。 

 それでは、保育料の引き上げについて賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

 委 員： 私は、消極的ですよ。 

 部会長： 第１ステージです。 

 ５名の方が賛成していただきましたので、９名いらっしゃいますから、５

対４で賛成ということで、その中身につきましては……。 

 委 員： ちょっと待ってください。４名の方に、反対かもしれませんけれども、保留

という人もみえるのではないかと思うんです。そこをお諮りしたほうがよろ

しいのではないでしょうか。 

 部会長： では、挙手されなかった４名の方に、積極的な反対なのか、消極的な反対な

のか、保留なのか、今はわからないという意見なのか、お聞きしたいと思い

ます。 

 委 員： そうですよね。 

 部会長： 積極的な反対の方は。 

（積極的反対者挙手） 



 46 

 部会長： １名、２名。 

 消極的反対の方は。 

（消極的反対者挙手） 

 部会長： １名。 

 保留が１名。 

 妥当な結果だと思いますけれども。 

 委 員： 附帯決議的なことというのはどうしますか。 

 部会長： これを踏まえまして……。 

 委 員： 次回以降ですね。 

 部会長： 次回以降にいたします。その中身といたしましては、一応賛成ということで、

方向性は決めたいと思います。よろしくお願いします。 

 それで、次ですね。差額の補塡ということにつきまして、その中身はまだ

決まらないのですけれども、補塡につきまして賛成か、反対か、お願いいた

します。 

 事務局： 補助です。補填ではなくて、利用者の補助です。 

 部会長： 利用者の補助ですね。すみません。 

 利用者の補助について、賛成か、反対か、お諮りいたします。賛成の方は

挙手願います。 

（賛成者挙手） 

 部会長： では、全員賛成で。 

 それでは、その中身について賛成という方向性で決めていきたいと思いま

す。それで、先ほどから出ております公平性の担保と、応能負担という考え

方で進みたいと思いますので、よろしいでしょうか。部長のほうは。 

 そういうことで行きたいと思います。 

 事務局： 先ほどのご議論を伺っていますと、とりあえず方向性を決めていただいたの

で、この後の細かい部分については、また次回以降に、ちょっと時間の配分

もありますけれども、その部分でまた少し議論いただくなり。 

 あと、一応、部会長のほうに今日の議論の結果は引き取らせていただいて、

ある程度、今日の議論の内容は事務局も含めてまとめておきます。そのまと

めた結果をもって、また次回以降、議論の場を若干またとらせていただいて、
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そこでもう少し内容についてもご議論を深めていただきながら、最終の報告

につなげてまいればと思っておりますので、その辺は、部会長、皆さんによ

ろしいですかね。 

 部会長： 補助につきましては、賛成の方が全員ですので、補助するという方向で行け

るものであれば一番よろしいという結論だと思います。中身につきましては、

次回。よろしくお願いします。 

 委 員： ちょっとよろしいですか。議題に、別項目として立ててもらえるといいかな

という……。 

 委 員： １本ではなくてね。 

 事務局： よろしいですか。冒頭にもちょっと触れたんですけれども、保育サービスの

関係で、最初に部会長からもおっしゃっていただいたんですけれども、今日

の議題として２つ、諮問書にもあったように、いわゆる保育料の見直し、引

き上げの関係と、それから格差是正ということがあったと。そういう点で、

今日の議論の中で、保育サービスの受益者負担といったところに、今の内容

に含めて、冒頭、部会長からおっしゃっていただいたところでございますの

で、申しわけございませんけれども。 

 委 員： すみません。 

 部会長： それでは、○○委員、最終的に何かございますでしょうか。 

 委 員： ありません。 

 部会長： 先ほどのあれでよろしいでしょうか。 

 委 員： これからも、さらに議論をしていくということが大事だと思いますので、方

向性は見えましたけどね。 

 委 員： この話し合いを、次回に学童のこともやって、最終的に部会長と副部会長と

事務局でまとめをつくっていくわけですよね。この中で、例えば、保育料に

ついては値上げのほうの改正と、無認可のほうの補助は出ると思うんですけ

れども、前回の社会福祉審議会でいろいろ値上げのときに意見を出したんで

すが、まとめの中には、一切そういう意見がなかったかのような形でまとめ

られているわけです。となると、こっちとしては、いろいろな方の意見をく

み上げて発言しているにもかかわらず、一切そういった意見がなかったかの

ようなまとめをされると、何のためにいろいろ出てきたんだろうみたいな脱
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力感もあるわけです。ですから、方向性が決まった部分に関しては、そこを

ひっくり返そうとかいうことはありませんけれども、やはり、そういった意

見もあって、論議した中でこういうふうにまとまったみたいな、そういう部

分を、わがままかもしれないですが、考慮していただきたいと思います。 

 部会長： それは、意見としてつけることはできるんですよね。 

 委 員： 附帯意見、附帯条項ということで大事ですよね。 

 当然、議事録は公開されているわけですよね。部会はどうなんですか。 

 事務局： そうです。議事録は、各委員さんにも、今日の議論は議事録という形で。い

つもお伺いしているんでしょう、議事録は。 

 事務局： そうです。 

 事務局： 議事録については、皆さんにご確認いただくように、毎回のように議事録は

お出ししますので、そこでまずはご確認いただけると思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 部会長： それでは、次回の日程につきまして。 

 事務局： 次回、第３回目につきましては、初めにお話ししたように、今度は学童保育

について、保育所費について、いわゆる利用料について、ご論議いただくこ

とになっております。 

 当初予定では、１０月下旬から１１月初めというところで、予定表として

入れておりますけれども、会場の関係で、日程だけ、今押さえている部分を

お示ししたいと思います。１０月２９日と、１０月３０日、それと１１月５

日、この３日間のところで、会場を押さえておりますので……。この分につ

きまして、調整をさせていただければと思います。 

 部会長： ２９日はいかがでしょうか。 

 委 員： オーケーです。 

 部会長： 都合の悪い方はいらっしゃいますか。 

 それでは、２９日ということで。 

 事務局： よろしいですか。 

 部会長： ありがとうございます。 

 事務局： また、この次につきましては、会場とか、時間ですね、時間は一応１９時か

らという形になりますけれども、会場その他につきましては、また事務局か
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ら、それぞれ委員にご通知さしあげますので、よろしくお願いいたします。 

 部会長： よろしくお願いします。 

 今日は、長時間ありがとうございました。では、今日はこれで散会いたし

ます。 

 事務局： どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


